
 鳥取県県土整備部測量等業務成績評定要綱の制定について（通
知）（その１）

技術基準の種類:例規
通知日　　　　:平成15年３月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管第２８３９号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１５年３月２６日

　
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県土整備部長
　
　
　　　鳥取県県土整備部測量等業務成績評定要綱の制定につい
　　　て（通知）
　
　
  このことについて、別添のとおり定め、平成１５年４月１日以降適用
することとしましたので通知します。
　なお、要綱の概要は下記のとおりです。
　
　
　　　　　　　　　　　　　　　　記
　
１　評価対象
　　 原則として、１件の委託設計金額が１００万円を超えるものを対象。
　（ただし、災害査定に係る業務または緊急を要する業務に関するもの
　は対象外とする。）
２　評定の時期
　　測量等業務が完了したとき(第１評定)及び検査を行ったとき（第２
　評定）に評定する。
３　評定者
　　客観性を高めるため、第１評定、第２評定を独立して、第1評定は
　監督員等が、第2評定は検査員等が行うこととする。
　
　
　
　
　　　鳥取県県土整備部測量等業務成績評定要綱
　
（目的） 
第１条　この要綱は、県土整備部（日野総合事務所県土整備局を含む。）の所管する測量
　建設コンサルタント、地質調査及び補償関係コンサルタント業務（以下「測量等業務」
　という。）の成績評定（以下「評定」という）に必要な事項を定め、厳正かつ的確な
　評定を行うことを目的とする。
　
（評定の対象） 
第２条　評定の対象となる測量等業務は、原則として１件の委託設計金額が１００万円を
　超えるもの（災害査定に係る業務又は緊急を要する業務に係るものを除く。）とする。

（評定の時期） 
第３条　評定は、測量等業務が完了したとき及び測量等業務の検査をしたときに行う。

（評定者） 
第４条　測量等業務が完了したときに実施する評定（以下「第１評定」という。）は、当
　該測量等業務の共通仕様書に定める監督員又は調査職員（以下「監督員等」という。）
　が行う。
２　測量等業務の検査をしたときに実施する評定（以下「第２評定」という。）は、当
　該測量等業務の共通仕様書に定める検査員又は検査職員（以下「検査員等」という。）
　が行う。
　
（評定の方法） 
第５条　評定は、測量等業務ごと、評定を行うごとに独立して客観的かつ公平な視点で行
　うものとする。
２　第１評定を行う者は、測量等業務成績評定表（様式第１号。以下「評定表」という。） 
　及び測量等業務検査チェックリスト（様式第２号。以下「チェックリスト」という。） 
　に必要事項を記載し、第２評定を行う者に提出する。
３　第２評定を行う者は、新たなチェックリストに必要事項を記載するとともに、前項の
　規定により提出された評定表に自らの評定点を記入して、総合評定点を算出し、合否を
　決定の上、測量等業務完成検査復命書に評定表を添付する。

（評定結果の通知等） 
第６条　発注機関（知事が契約する測量等業務にあっては県土整備部長、地方機関の長が
　契約する測量等業務にあっては当該地方機関の長をいう。以下同じ。）は、測量等業務
　完成検査復命書の決裁後、当該業務の受託者に完成検査の結果（合否及び評定表）を速
　やかに通知するものとする。
２　前項の通知を受けた者は、その通知内容に疑義がある場合は、通知を受けた日から起
　算して14日（休日を含む。）以内に、書面により発注機関に説明を求めることができ
　る。
３　発注機関は、前項により当該業務の受託者から説明を求められた場合は、書面を受理
　した日から起算して７日以内に、書面により回答するものとする。
　
　　　附則
　　この要綱は、平成15年４月１日から適用する。
　
　



　
　
　

　

　



　

　



　　　


